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平成２５年３月１３日判決言渡 

平成２３年(行コ)第３０２号所得税更正処分取消等請求控訴事件 

                  主    文         

１  原判決中，控訴人敗訴部分を取り消す。 

２ 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。 

３ 訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人らの負担とする。 

          事実及び理由 

第１  控訴の趣旨 

  主文同旨 

第２  事案の概要等 

１ 事案の概要 

  本件は，外国信託銀行であるａ銀行又はｂ銀行（以下「本件各受託銀行」と

いう。）との間で本件各受託銀行を受託者とする信託契約を締結し，本件各受

託銀行をして，ｃ �� ���又はｄ �� ���（以下「本件各ＧＰ」という。）

等との間で，米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法（以

下「州ＬＰＳ法」という。）に準拠して，自らがリミテッド・パートナーとな

るリミテッド・パートナーシップ（以下「本件各ＬＰＳ」という。）を設立す

る旨のパートナーシップ契約を締結させ，信託契約に基づいて被控訴人らが拠

出した現金資産を本件各ＬＰＳに対して出資させた被控訴人らが，本件各ＬＰ

Ｓにおいて，米国所在の中古集合住宅（以下「本件各建物」という。）を購入

し，これを賃貸する事業を行ったことから，本件各建物の貸付けに係る所得は

被控訴人らの所得税法２６条１項所定の不動産所得に当たり，その賃貸料等を

収入金額とし減価償却費等を必要経費として不動産所得の金額を計算すると，

損失の金額が生ずるとして，(1)その減価償却費等による損益通算をして所得税

の確定申告書若しくは修正申告書を提出したところ，処分行政庁から，所得税

の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受け，又は(2)当該損益通算をせ
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ずに確定申告書若しくは修正申告書を提出した後，損益通算をすべきであった

として更正の請求をしたところ，処分行政庁から，更正をすべき理由がない旨

の通知処分を受けたため，これらの処分は違法であると主張して，控訴人に対

し，原判決別紙５の請求目録記載の各所得税の更正処分（ただし，被控訴人ら

主張の総所得金額及び納付すべき税額を超える部分。以下「本件各更正処分」

という。）及び過少申告加算税賦課決定処分（以下「本件各賦課決定処分」と

いう。）又は更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分（以下

「本件各通知処分」といい，併せて「本件各処分」という。）の取消しを求め

た事案である。 

    これに対し，控訴人は，本件各ＬＰＳから本件各受託銀行を介して被控訴人

らに割り当てられた本件各建物の貸付けに係る損益について，(1)本件各ＬＰＳ

は我が国の租税法上の「法人」又は「人格のない社団」に該当するから，当該

損益は，本件各ＬＰＳに帰属するものであって，被控訴人らに直接帰属するも

のではなく，(2)本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の「法人」又は「人格のない

社団」に該当しないとしても，当該損益は被控訴人らの不動産所得（所得税法

２６条１項）には該当しないので，本件各建物の貸付けから生じた損失が本件

各ＬＰＳから本件各受託銀行を通じて被控訴人らに割り当てられたとしても，

当該損失は，被控訴人らの「不動産所得の金額」の「計算上生じた損失の金額」

（同法６９条１項）に当たらず，これをもって損益通算をすることはできない

から，本件各更正処分及び本件各通知処分は適法であり，被控訴人らには国税

通則法６５条４項の「正当な理由」はないから，本件各賦課決定処分も適法で

あると主張した（なお，控訴人は，原審第２２事件の訴えについては，不服申

立手続を経ていないから，不適法な訴えであるとも主張した。）。 

  したがって，原審全事件を通じて，次の点が争点となった。 

  ア 本件各ＬＰＳの租税法上の法人該当性 

 イ 本件各ＬＰＳの租税法上の人格のない社団該当性 
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  ウ 本件各建物の貸付けから生じた損益の不動産所得該当性 

  エ 国税通則法６５条４項の「正当な理由」の有無 

  原判決は，上記アの争点については，外国の法令に準拠して組成された事業

体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かは，原則として，当該外国の法

令の規定内容から，その準拠法である当該外国の法令が当該事業体を法人とす

る旨規定していると認められるか否かによるべきであるが，当該外国の法令の

規定内容をその文言に従って形式的に見ることに加えて，当該外国の法令が規

定するその設立，組織，運営及び管理等の内容に着目して経済的・実質的に見

れば，明らかに我が国の法人と同様に損益の帰属すべき主体としてその設立が

認められたものといえるかどうかを検討すべきであり，後者の点が肯定される

場合に限り，我が国の租税法上の法人に該当すると解すべきであるとした上で，

州ＬＰＳ法には，州ＬＰＳ法に準拠して組成されたＬＰＳは「separate legal 

entity」（独立した法的主体）となる旨の規定はあるが，「separate legal entity」

が我が国の租税法上の法人を意味する概念であるということはできず，また，

州ＬＰＳ法に準拠して組成されたＬＰＳは，経済的・実質的にみても，パート

ナー間の契約関係を本質として，その事業の損益をパートナーに直接帰属させ

ることを目的とするものであるから，州ＬＰＳ法の規定するその設立，組織，

運営及び管理等の内容に着目して経済的・実質的に見ても，明らかに我が国の

法人と同様に損益の帰属すべき主体としてその設立が認められたものというこ

とはできないとして，本件各ＬＰＳの租税法上の法人該当性を否定し，さらに，

上記イの争点についても，本件各ＬＰＳは，民法上の組合に類似した組織形成，

運営等がされることを予定したものにすぎず，民法所定の法人の組織，運営及

び管理にみられるような団体性を有していないとして，本件各ＬＰＳの租税法

上の人格のない社団該当性も否定した。そして，上記ウの争点については，本

件各建物の貸付けから生じた損益の不動産所得該当性を肯定し，本件各建物の

貸付けから生じた損失による損益通算を認めて被控訴人らの総所得金額及び納
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付すべき税額を算定し，本件各処分の全部又は一部は違法であると判断して，

被控訴人ｅ，被控訴人ｆ，被控訴人ｇ，被控訴人ｈ，被控訴人ｉ及び被控訴人

ｊの請求を全部認容し，その余の被控訴人らの請求を一部認容した（原判決が

取り消した処分は，原判決別紙３の取消処分目録（更正決定後のもの）記載の

とおりであり，各被控訴人の請求と本件各処分の原判決が取り消した部分との

関係は，原判決別紙１２の請求・取消部分対照表（更正決定後のもの）記載の

とおりである。なお，原判決は，原審第２２事件の訴えが不適法であるとの控

訴人の主張も排斥した。）。 

  このため，本件各処分の全部又は一部の取消しを不服とする控訴人が本件控

訴を申し立てた（なお，控訴人は，控訴の趣旨において，原審第２２事件の訴

えの却下を求めていないので，当審においては，原審第２２事件の訴えの適法

性は争点となっていない。）。 

２ 「関係法令の定め」，「前提事実」，「税額等に関する当事者の主張」，「争

点」及び「争点に関する当事者の主張の要旨」は，次の３及び４のとおり当審

における控訴人の主張及び被控訴人らの主張を付加するほかは，原判決（更正

決定後のもの）「事実及び理由」の「第２ 事案の概要」の１から５までに記

載（原判決の別紙４，別紙６から別紙１０までを含む。）のとおりであるから，

これを引用する。ただし，原判決２４頁８行目，２５頁１５行目，２６頁１１

行目，４２４頁２１行目及び４７３頁１６行目の「原告の主張」をいずれも「被

控訴人らの主張」に，１７７頁及び１７８頁の図式中「ゼネラル・パートナー」

をいずれも「ジェネラル・パートナー」に改め，１６頁１行目冒頭から６行目

末尾まで，１８０頁５行目の「（なお，」から６行目の「指摘がある。）」ま

で，同頁２２行目の「（な」から２４行目の「指摘がある。）」まで，１８２

頁２１行目の「本件ＬＰＳ（Ｃ）は」から２２行目の「しないものの，」まで，

１８３頁２４行目の「本件ＬＰＳ（Ｃ）は」から２５行目の「しないものの，」

まで，１８７頁６行目の「（なお，」から７行目の「指摘がある。）」まで，
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１８８頁１５行目の「（なお，」から１７行目の「る。）」まで，１８９頁２

３行目の「（なお，」から２４行目の「指摘がある。）」まで，１９１頁６行

目の「（なお，」から７行目の「指摘がある。）」まで，１９３頁最終行の「（な

お，」から１９４頁２行目の「がある。）」まで，１９５頁２０行目の「（な

お，」から２２行目の「指摘がある。）」まで，１９７頁４行目の「（なお，」

から５行目の「指摘がある。）」まで，同頁２３行目の「（なお，」から２４

行目の「指摘がある。）」まで，１９９頁２５行目の「（なお，」から２００

頁１行目の「る。）」まで，２０２頁１行目の「（なお，」から２行目の「指

摘がある。）」まで，２０４頁７行目の「（なお，」から８行目の「指摘があ

る。）」まで，２０５頁３行目の「（なお，」から４行目の「指摘がある。）」

まで，２０６頁１０行目の「（なお，」から１１行目の「指摘がある。）」ま

で，２０７頁４行目の「（なお，」から６行目の「指摘がある。）」まで，２

０９頁２２行目の「（な」から２４行目の「指摘がある。）」まで及び２１０

頁１７行目の「（なお，」から１９行目の「指摘がある。）」までを削る。 

３ 当審における控訴人の主張 

(1) 本件各ＬＰＳの租税法上の法人該当性について 

  ア  我が国の租税法上の法人とは，「自然人以外のもので，権利義務の主体

となることができるもの」をいうから，外国の法令に準拠して組成された

事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かの判断は，①その構成

員の個人財産と区別された独自の財産を有するか否か，②その名において

契約を締結し，その名において権利を取得し義務を負うなど，独立した権

利義務の主体となり得るか否か，及び③その権利義務のためにその名にお

いて訴訟当事者となり得るか否かという基準（以下，①，②及び③をそれ

ぞれ「控訴人基準①」，「控訴人基準②」及び「控訴人基準③」といい，

これらを併せて「控訴人基準」という。）によるのが相当であり，これで

必要かつ十分である。 
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  イ  原判決は，権利義務の主体として取引を行い，財産及び債権債務の帰属

主体となる存在が必ずしも損益の帰属主体になるとは限らないと判示する

が，通常，取引に係る損益を構成する収入や支出は，当該取引に関する債

権債務と表裏一体の関係にあり，構成員と区別された独自の財産を有し，

独立した権利義務の帰属主体となる事業体であれば，その事業を営むこと

により利益や損失が生ずれば，それらの損益は当然に当該事業体に帰属す

るから，事業体が損益の帰属主体となることは明らかである。 

   また，原判決は，控訴人基準は法人と法人でない団体（事業体）とを区

別する基準として機能し得ないと判示するが，控訴人基準①についてみる

と，組合や人格のない社団の場合，その権利義務の帰属形態が共有又は総

有であることから，構成員個人が自由にそれを処分することができるわけ

ではないという意味で，その財産は構成員の個人財産とは区別することが

できるものの，法的には，法人財産のように，法人の独自の財産として法

人に帰属し，構成員の個人財産と厳格に区別されるといった関係はない。

控訴人基準②についても，任意組合や人格のない社団が代表者名で法律行

為をすることが認められているのは，構成員全員の氏名を列挙することの

煩を避けるためであり，人格のない社団の不動産の登記は，代表者が構成

員全員からの受託者としての地位において，その個人名義で登記をすべき

ものとされている。したがって，控訴人基準によって法人と人格のない社

団及び任意組合とを区別することは十分に可能である。 

    そして，控訴人基準によれば，本件各ＬＰＳは，我が国の租税法上の「法

人」であると優に認められる。 

  ウ  原判決の法人該当性の判断基準は，我が国の法人制度と諸外国の法人制

度が異なるにもかかわらず，当該外国の法令が当該事業体を法人とする（当

該事業体に法人格を付与する）旨規定しているか否か（以下「原判決基準

①」という。）という形式的基準を基本とする点で相当ではないし，その
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実質を考慮する場合も，当該事業体が損益の帰属すべき主体として設立が

認められたものといえるか否か（以下「原判決基準②」という。）という

基準によることには合理性がない。 

      すなわち，原判決基準①についてみると，外国の法令の規定内容によっ

て，我が国の租税法の適用において，我が国の法人と同様の権利能力を有

する事業体が法人として扱われず，逆に，我が国の法人の有する権利能力

を有さない事業体を法人として扱うことになりかねず，このようなことは，

公平の原則に反する上，法人法定主義が採用されていない法制下では，我

が国の租税法上の法人として扱われる事業体が存在しないこととなり，極

めて不合理な結果を招来する。 

      また，原判決基準②についてみると，租税法上の法人の概念の解釈とし

て，損益の帰属主体として設立が認められたものであることに殊更着目し，

これを法人該当性の判断基準とすることは，根拠に乏しい。法人税法の規

定や任意組合についての所得税基本通達等から法人の意義や法人該当性の

判断基準を導き出すことはできず，実質所得者課税の原則（所得税法１２

条及び法人税法１１条）は，所得の帰属者について名義人と収益を享受す

る者とが食い違う場合に，その所得は後者の所得とすることを明らかにし

たものであって，課税物件の帰属について「名義と実体，形式と実質とが

一致しない場合」に問題となるものである。 

 エ 原判決基準①及び②によっても，本件各ＬＰＳは，我が国の租税法上の

「法人」に該当する。 

   州ＬＰＳ法における「separate legal entity」の規定は，「同法に基づ

くＬＰＳは（その構成員から）独立した法的主体である」と規定している

以上，これをその文言から読み取れるとおり解釈し，この規定を踏まえた

上で，州ＬＰＳ法により設立されたＬＰＳに対し，法的主体として具体的

にどのような権利・義務が付与されているのかを検討して，法人格を付与
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する旨の規定といえるか否かを判断すべきである。 

      州ＬＰＳ法には，「パートナーは，特定のＬＰＳ財産に対していかなる

持分も所有しない」との規定があること，本件各ＬＰＳが契約当事者とな

って本件各建物の売買契約を締結するとともに，米国の登録所に本件各建

物の所有者として登録されていることからすれば，本件各ＬＰＳがその特

有財産について独立した所有権の帰属主体となることは明らかであり，財

産の所有に関して，本件各ＬＰＳは，任意組合の持ち得ない権利能力を有

している。一方，「separate legal entity」に我が国の租税法上の「法人」

と異なる法律効果が認められている根拠はない。 

   したがって，原判決基準①によっても，本件各ＬＰＳが準拠法によって

法人とする旨規定されているとみることができる。 

   また，無限責任を負うジェネラル・パートナーが存在するからといって，

本件各ＬＰＳが損益の帰属主体とならないとはいえないこと，損益の割当

てに関する州ＬＰＳ法の規定及び本件各ＬＰＳ契約の条項（４．１２条）

の存在から本件各ＬＰＳが損益の帰属主体とならないともいえないこと，

本件各ＬＰＳの米国租税法上の取扱いは，チェック・ザ・ボックス制度に

より，構成員課税を選択したものとみなされているからといって，私法上

の損益の帰属先が直接影響されることはないことからすれば，本件各ＬＰ

Ｓが損益の帰属すべき主体として設立されたとは認められないという根拠

はない。 

      取引から生じる損益は，権利義務の帰属主体である当該取引の当事者に

帰属するものであるところ，本件では，本件各ＬＰＳが本件各建物の賃貸

借契約を締結し，契約の相手方である賃借人から賃料収入を受領している

のであるから，当該賃料収入（及び必要経費）は，本件各ＬＰＳに帰属す

るというべきである。 

   したがって，原判決基準②によっても，本件各ＬＰＳは，損益の帰属す
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べき主体として設立が認められたものというべきである。 

 オ 州ＬＰＳ法２０１条(ａ)は，ＬＰＳを設立するためには，ＬＰＳ証明書

に所定の事項を記載して州務長官登録局に登録するものとすると規定し，

「ＬＰＳは，ＬＰＳ証明書が最初に州務長官登録局に登録された時点，あ

るいはＬＰＳ証明書に記載された（当該登録後の）日付にて設立されるも

のとし」と規定している。 

      このように，ＬＰＳ証明書を州務長官登録局に登録することは，パート

ナーシップがＬＰＳとして認められるための要件，すなわち，ＬＰＳの成

立要件と解される。 

      我が国では，会社の設立登記は成立要件とされており，登記が創設的効

力を有する。その他の法人でも，一般に，設立登記が成立要件とされてい

る。このことと比較すると，本件各ＬＰＳが契約のみによって成立するも

のではなく，州ＬＰＳ法の規定に従って公的機関に登録することによって

初めて成立するものであることは，州ＬＰＳ法が本件各ＬＰＳに法人格を

付与する旨規定していることを根拠付けるものである。 

(2) 本件各ＬＰＳの租税法上の人格のない社団該当性について 

    人格のない社団該当性の要件を満たすか否かの評価は，ある程度相対的な

ものであり，そのような観点から判断すれば，本件各ＬＰＳが人格のない社

団に該当すると優に認めることができる。 

(3) 本件各建物の貸付けから生じた損益の不動産所得該当性について 

  当該事業体が我が国の租税法上の法人又は人格のない社団のいずれにも該

当せず，独立の納税義務者に該当しないとしても，直ちに我が国の任意組合

や投資事業有限責任組合と同様に取り扱われるということにはならない。 

    本件各ＬＰＳは，本件各建物の所有者として登録されており，独自の財産

として本件各建物を所有している。そして，自ら契約当事者となって，本件

各建物を第三者に賃貸している。一方，本件各ＬＰＳの構成員であるリミテ
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ッド・パートナーは，パートナーシップ持分を有するにすぎない上，本件各

ＬＰＳの管理又は運営に参加してはならず，いかなる事項に関しても，本件

各ＬＰＳの名前で行為する権限又は権利を有しないとされている。 

  これらによれば，本件各ＬＰＳの構成員であるリミテッド・パートナーは，

本件各建物の所有権を有しているとは認められず，本件各建物の貸主となり

得るその余の権利・権原を有しているとも認められない。 

    不動産所得は，不動産の貸付けによる所得をいうところ，本件各建物の所

有者や本件各賃貸借契約の当事者は本件各ＬＰＳであり，リミテッド・パー

トナーは貸主となり得る権利・権原を有していないことに照らすと，被控訴

人らが本件各建物を貸し付けているという実態は認められないから，被控訴

人らが本件各ＬＰＳから割り当てられる利益又は損失は，不動産所得には当

たらない。 

(4) 必要経費として計上することができる金額について（当審における新主

張） 

    仮に，本件各ＬＰＳについて構成員課税が行われ，本件各建物の貸付けか

ら生じた損益が不動産所得に当たるとしても，有限責任構成員であるリミテ

ッド・パートナーの地位にある被控訴人らは，割当てを受けた損失のうち出

資額を超える部分については，責任を負わないから，その部分を必要経費に

計上することはできない。したがって，本件各建物の貸付けから生じた損失

の全部を被控訴人らの「不動産所得の金額」の「計算上生じた損失の金額」

として損益通算することは許されない。 

    被控訴人らが債務を負わず，現実に負担する可能性がない費用は，被控訴

人らの純資産を減少させ，その担税力を減殺させる支出に当たる余地はない。 

 ４ 当審における被控訴人らの主張 

(1) 本件各ＬＰＳの租税法上の法人該当性について 

     ア 人格のない社団や任意組合も，その名において訴訟当事者になり得るか
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ら，控訴人基準③が法人と法人でない事業体を区別する基準として機能し

得ないことは，控訴人も認めるところであり，控訴人基準は，外国の事業

体が法人と法人ではない団体のいずれに該当するかを区別する基準として

は機能し得ない。 

      イ 法人という概念自体は，内国のものであろうと外国のものであろうと，

共通かつ同一の概念であるから，外国の法人についても，第一次的には，

内国法人と同じく，準拠法上の法人格の有無（原判決基準①）という形式

的判断により法人該当性を判断するのが論理的帰結である。 

          仮に，法人制度を持たない国が存在し，その国の法律を準拠法とする事

業体は，我が国では法人として取り扱われないとしても，その事業体が権

利能力のない社団の要件を満たす限りは，外国の人格のない社団として取

り扱われるから，課税上の不都合はない。 

          また，我が国の租税法が規定する法人の課税関係を含む各種事業体の課

税関係を詳細に分析・観察すれば，原判決基準②を導き出すことができる。 

      ウ 本件各ＬＰＳ契約の「各パートナーは，本件各ＬＰＳの資産に，そのパ

ートナーシップ出資割合に相当する不可分の持分を有する」との規定（４．

５条）は，リミテッド・パートナーが本件各ＬＰＳの資産についてエクイ

ティ上の所有権を有すること，本件各ＬＰＳの事業により生じた損益がパ

ートナーシップ財産のエクイティ上の所有者であるリミテッド・パートナ

ーに直接帰属することを確認したものである。 

          本件各ＬＰＳがその特有財産について独立した所有権の帰属主体となる

との控訴人の主張は，何の根拠もない。 

     また，原判決が挙げた根拠によれば，本件各ＬＰＳの損益が総額（グロ

ス）ベースでパートナーに直接帰属すると認定することができる。原判決

は，無限責任を負う構成員の存在をもって，損益が構成員に帰属すること

の直接的な根拠としているわけではない。控訴人が指摘する本件各ＬＰＳ
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契約の割当てに関する条項（４．１２条）は，本件各受託銀行を通じて不

動産賃貸事業を営む被控訴人らにおける税務上の取扱いが，純額（ネット）

ベースではなく，総額（グロス）ベースで行われていたこと，本件各ＬＰ

Ｓの総額の損益（収益の総額と費用の総額）を，何らの機関決定を経るこ

となく，かつ，不動産賃貸損益等の所得の性質を変えることなく，被控訴

人らに対してそれぞれ直接に帰属させる取扱いが，契約上も事実上もされ

ていたことを示している。ＬＰＳの事業により生じた損益が各パートナー

シップに直接帰属することは，米国のパートナーシップ法制の歴史上は当

然のことである。 

   エ デラウェア州においてＬＰＳを組成するためには，ＬＰＳ証明書の提出

のほか，リミテッド・パートナーシップ契約の締結が必要である。州ＬＰ

Ｓ法２０１条(ｄ)によれば，パートナーシップ契約の締結は，ＬＰＳ証明

書を提出した後でも可能であるが，この規定は，ＬＰＳ証明書が提出され

たか否か，提出された時期如何は，ＬＰＳの組成に何の影響も及ぼさない

こ 

とを示している。 

          一方，リミテッド・パートナーシップ契約が締結されていれば，ＬＰＳ

証明書が提出されていなくても，契約当事者間はもとより，一定の第三者

（例えば，責任制限を許容して取引関係に入った債権者）との関係におい

ても，ＬＰＳの存在は認められている。これは，ＬＰＳ証明書の提出が第

三者の保護のためであり，これが提出されないことは当事者間の権利及び

責任に影響は及ぼさないと解されているからである。 

          以上のとおり，ＬＰＳ証明書の提出は，ＬＰＳの組成に必須の要件では

なく，ＬＰＳ証明書を提出する意義は，有限責任のみを有するリミテッド・

パートナーというパートナーの参加を認めているＬＰＳであることをいか

なる第三者との関係においても主張するための対抗要件として位置付けら
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れる。 

     そもそも，日本法においても，労働組合や宗教団体は，登記ではなく一

定の要件を満たしたときに法人とされ，投資事業有限責任組合は，登記を

備えていても法人ではない。このように，ＬＰＳ証明書の提出は，ＬＰＳ

の法人該当性の判断とは無関係である。 

   オ 以上によれば，本件各ＬＰＳは，我が国の租税法上の「法人」には該当

しない。 

(2) 本件各ＬＰＳの租税法上の人格のない社団該当性について 

        最高裁昭和３９年１０月１５日第一小法廷判決（民集１８巻８号１６７１

頁）が示した人格のない社団の４要件を丁寧にあてはめれば，本件各ＬＰＳ

が人格のない社団に該当しないことは明らかである。 

(3) 本件各建物の貸付けから生じた損益の不動産所得該当性について 

    控訴人の主張は，原審における主張の繰り返しであって，根拠なく所得税

法２６条の規定の文言を離れて独自の要件を付加するものである。 

(4) 必要経費として計上することができる金額について 

        控訴人の主張は，所得税法３７条１項に対する「別段の定め」又は同法６

９条１項に対する除外規定を挙げることなく，有限責任であることを根拠と

して不動産所得の計算上必要経費に算入すべき金額を制限しようとするもの

である。これは，所得税法の明文に反する取扱いをすべきというもので，不

当である。 

第３  当裁判所の判断 

１ 原審第２２事件の訴えの適法性について 

  当裁判所も，被控訴人ｆの原審第２２事件の訴えは適法であると判断する。

その理由は，原判決「第３ 当裁判所の判断」の１（２６頁２５行目から２９

頁１７行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。 

２ 本件各ＬＰＳの租税法上の法人該当性について 
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(1) 外国の法令によって設立された事業体が我が国の租税法上の「法人」に該

当するか否かの判断の枠組みについて 

  ア  ある事業体の事業から生じた収益がその構成員に分配された場合の課税

関係に関する我が国の租税法等の概要は，原判決「第３ 当裁判所の判断」

の２(1)ア(ア)から(エ)まで（２９頁２５行目から３６頁２３行目まで）に

記載のとおりであるから，これを引用する。 

 イ 次に，我が国の法人法制に関する民法の概要は，原判決「第３ 当裁判

所の判断」の２(1)ア(オ)（３６頁２４行目から３７頁最終行まで）及びイ

(ウ)（３９頁２２行目から４１頁１３行目まで）に記載のとおりであるか

ら，これを引用する。ただし，原判決３７頁１７行目の「法律又は条約」

を「法律若しくは条約」に改め，４０頁１０行目の「江頭論文」の次に「（甲

２９）」を，同頁１７行目の「星野論文」の次に「（甲９６）」を加える。 

   上記のとおり，民法３３条（現在の民法３３条１項）は，法人の成立（法

人格の付与）は，法律の定めによってのみ認められることを明らかにして

おり，個々の団体の成立の根拠となる準拠法は，当該団体に法人格を付与

する場合には，これを法人とする旨の明文の規定を設けている。また，民

法３６条（現在の民法３５条。以下同じ。）は，外国の法令に準拠して法

人として成立した（すなわち，外国の法令に準拠して法人格を付与された）

団体については，原則として国，国の行政区画及び商事会社等でなければ，

我が国において法人として活動し得る法人格の主体として認めないことを

明らかにしたものと解される。そして，今日では，準拠法である法律の明

文の規定の有無以外に，法人と民法上の組合や権利能力のない社団とを截

然と区別する明確な一般的基準は必ずしも見い出し難いものといわざるを

得ず，民法３６条１項の「外国法人」とは，外国の法令に準拠して法人と

して成立した団体をいうものと解されることからすれば，外国の法令に準

拠して成立した団体が我が国の私法上の「外国法人」であるというために
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は，当該外国の法令の規定内容に照らして，当該外国の法令に準拠して法

人として成立したと認められることを要するものというべきである。 

  ウ ところで，我が国の租税法が私法上の概念を特段の定義なく用いている

場合には，租税法律主義や法的安定性の確保の観点から，その概念は，原

則として私法上の概念と同じ意義に解するのが相当である。したがって，

我が国の租税法上の法人は，我が国の私法上の法人と同じく，原則として，

その準拠法によって法人とする（法人格を付与する）旨を規定されたもの

をいうと解すべきである。 

      そうすると，外国の法令に準拠して設立された事業体が我が国の租税法

上の法人に該当するか否かも，原則として，当該外国の法令の規定内容か

ら，その準拠法である外国の法令によって法人とする（法人格を付与する）

旨が規定されていると認められるか否かによるのが相当である。 

      そして，その判断に当たっては，当該外国の法令の規定内容をその文言

に従って形式的に見た場合に，当該外国の法令が当該事業体を法人とする

旨規定しているかどうかだけではなく，当該外国の法令がその設立，組織，

運営及び管理等についてどのように規定しているかも併せて検討すべきで

ある。 

   当該事業体に法人格が付与される場合には，当該事業体は権利義務の帰

属主体となるのであるから，取引によって得た債権や収入は当該事業体の

資産となり，取引によって負担した債務や支出は当該事業体の損失となる

とみるほかはない。すなわち，法人格が付与されることで，当該事業体に

よってされた取引から生じる損益は，まず，当該事業体に帰属することと

なるのであって，損益の帰属すべき主体であることは，法人格が付与され

たことの結果であるというべきである。また，後にみるとおり（(3)コ），

課税に関しては，損益が事業体の構成員に帰属すると擬制することもある

ことからすると，当該事業体が法人に該当するか否かを判断するに当たり，
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当該事業体が損益の帰属すべき主体として設立が認められたものであるか

どうか（原判決基準②）を判断基準にすることは，不要であるといわざる

を得ない。 

  エ 控訴人が主張する法人該当性の判断基準（第２の２で引用した原判決第

２の５(2)の（被告の主張の骨子）のア及び原判決別紙１０の(2)の（被告

の主張の要旨）のア）及び被控訴人らが主張する法人該当性の判断基準（第

２の２で引用した原判決第２の５(2)の（原告らの主張の骨子）のウ及び原

判決別紙１０の(2)の（原告らの主張の要旨）のエ）をいずれも採用するこ

とができないことは，原判決第３の２(1)エ及びオ（４２頁１６行目から５

０頁２４行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。ただし，

原判決４３頁５行目冒頭から１２行目末尾までを削り，４６頁２２行目か

ら２３行目にかけての「なり得る否か」を「なり得るか否か」に，４８頁

最終行の「残るし，」から４９頁１行目の末尾までを「残る。）。」に改

め，４９頁２４行目の「事業から」から２５行目の「としての，」までを

削る。 

      控訴人は，当審においても，外国の法令に準拠して設立された事業体が

我が国の租税法上の法人に該当するか否かの判断は，控訴人基準によるの

が相当であり，これで必要かつ十分であると主張するが，控訴人基準が法

人該当性の判断の十分条件になるとまではいうことができないこと，控訴

人基準は，法人と法人でない団体（事業体）とを明確に区別する基準とす

ることができないことは，原判決が上記の引用した部分で説示するとおり

である。また，控訴人は，我が国の法人制度と諸外国の法人制度が異なる

にもかかわらず，原判決が法人該当性の判断基準として，当該外国の法令

が当該事業体を法人とする旨規定しているか否か（原判決基準①）という

形式的基準を基本とすることは相当ではないとも主張するが，内国法人と

外国法人とで法人該当性を統一的に判断するためには，いずれも準拠法に
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よるのが相当である。これに対し，控訴人が主張するように，当該外国の

事業体が有する権利能力の内容と我が国の法人に付与されている権利能力

の内容とを比較して実質で法人該当性を判断するとすると，国によって法

制度が様々である以上，権利能力の構成及び内容が全く同一であるはずは

ないから，法人に当たるか否かの判断が恣意的で予測不可能なものになり

かねない。したがって，当審における控訴人の上記主張は，いずれも採用

することができない。 

     被控訴人らは，当審において，我が国の租税法が規定する法人の課税関

係を含む各種事業体の課税関係を詳細に分析・観察すれば，外国の法令に

よって設立された事業体の法人該当性の判断基準は，当該事業体が損益の

帰属すべき主体として設立が認められたものといえるか否か（原判決基準

②）であることを導き出すことができると主張する。しかしながら，ウの

とおり，租税法上の法人は，私法上の概念と同じ意義に解するのが相当で

あるから，まず，私法上，どのような事業体を法人である（どのような事

業体に法人格が付与されている）と判断すべきかを検討する際に，租税法

が規定する事業体の課税関係を持ち出すことは，主客転倒といわざるを得

ない。したがって，被控訴人らの上記主張は，採用することができない。 

(2) 州ＬＰＳ法及び本件各ＬＰＳ契約の概要 

    第２の２で引用した原判決第２の２の前提事実（２頁１７行目から１５頁

２１行目まで）及び証拠（乙４，３６）によれば，本件各ＬＰＳは，州ＬＰ

Ｓ法及び州ＬＰＳ法その他のデラウェア州の法律に準拠する本件各ＬＰＳ契

約に基づいて設立されたと認めることができる。したがって，本件各ＬＰＳ

の法人該当性については，その準拠法である州ＬＰＳ法の規定内容に照らし

て，本件各ＬＰＳが州ＬＰＳ法によって法人とする（法人格を付与する）旨

規定されていると認められるか否かを検討して判断すべきこととなる。 

    州ＬＰＳ法及び本件各ＬＰＳ契約の概要は，原判決第３の２(2)（５１頁１
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０行目から７０頁１３行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用す

る。ただし，５３頁最終行及び５４頁１行目の「原告主張」をいずれも「被

控訴人ら主張」に，５５頁１２行目の「損益の分配」を「損益の割当て」に，

５８頁２１行目の「原告の」を「被控訴人ら主張の」に，６５頁２０行目及

び６６頁２３行目の「ゼネラル・パートナー」をいずれも「ジェネラル・パ

ートナー」に，６５頁２５行目から２６行目にかけての及び６６頁９行目の

「利益の割合」をいずれも「利益の割当て」に改める。 

(3) 本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当するか否かの検討 

  ア (2)で認定した州ＬＰＳ法には，州ＬＰＳ法に基づき設立（被控訴人らの

邦訳では，「組成」。以下同じ。）されたＬＰＳは，「独立した法的主体

（separate legal entity）」となるとの規定（２０１条(ｂ)）がある。 

      そのほか，州ＬＰＳ法及び本件各ＬＰＳ契約には，次の規定があること

を指摘することができる。 

      まず，州ＬＰＳ法によれば，ＬＰＳは，州ＬＰＳ法若しくはその他の法

律又は当該ＬＰＳのパートナーシップ契約により付与された全ての権限及

び特権並びにこれらに付随するあらゆる権限を保有し，それを行使するこ

とができる（１０６条(ｂ)）。そして，本件各ＬＰＳ契約によれば，本件

各ＬＰＳは，本件各不動産の購入，取得，開発，保有，賃貸，管理，売却

その他の処分の目的のみのために設立され，当該目的を実施するために必

要又は便宜的な範囲で，本件各不動産の購入，取得，開発，保有，賃貸，

管理，売却その他の処分，銀行口座の開設及び維持並びに支払のための小

切手その他為替の振出し，金員の借入れ，本件各ＬＰＳの財産の担保提供

その他の処分，第三者に対する訴訟の提起，本件各ＬＰＳに対する請求の

解決，独立した弁護士等の雇用，その他上記事項を達成するために必要，

適切又は便宜的な活動及び取引，契約その他の約定の締結などの権限を有

する（１．３条）。 
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   上記のとおり，本件各ＬＰＳは，その名において契約を締結し，その名

において権利を取得し義務を負うなど，独立した権利義務の主体となる。

また，その権利義務のために，その名において訴訟当事者となり得る。州

ＬＰＳ法は，ＬＰＳに対する訴状・召喚状は，ＬＰＳの経営代理人，総代

理人若しくはジェネラル・パートナー等に対して直接写しを手渡すことに

より，又はこれらの者のデラウェア州内の住居等に送付することにより，

送達されたものとみなすと規定する（１０５条(ａ)）。 

      次に，州ＬＰＳ法によれば，パートナーシップ持分は，動産（personal 

property）であり，パートナーは，特定のＬＰＳ財産に対していかなる持分

も所有しない（７０１条）。そして，本件各ＬＰＳ契約によれば，本件各

ＬＰＳが行う全ての不動産投資その他所有する資産は，本件各ＬＰＳの名

で，又は本件各ＧＰが随時決定することができる名義人の名で登録される

（２．７条）。 

     乙１０７（州ＬＰＳ法の解説書。甲４１，甲１３０及び乙７４も，同じ

解説書である。）には，州ＬＰＳ法７０１条について，「パートナーシッ

プ持分は，ＬＰＳの損益に対するパートナーの持分，及びＬＰＳ資産の分

配を受ける権利を意味することを認識することが重要である」，「不動産

のみからなるＬＰＳの資産に対して，パートナーシップ持分を持つパート

ナーは，当該パートナーシップの不動産に対する持分を持たない」，「Ｌ

ＰＳが所有する財産の種類に関わらず，当該パートナーシップのジェネラ

ル・パートナー及びリミテッド・パートナーは，特定のパートナーシップ

財産に持分を持たない」との解説がされている。 

      これらの規定からは，本件各ＬＰＳは，構成員の財産とは区別された独

自の財産を有するということができる。 

  イ 州ＬＰＳ法は，ＬＰＳを設立するためには，一人以上の者（ジェネラル・

パートナーの合計数を下回らない数とする。）が，ＬＰＳの名称，登録さ



� ���

れた事務所の所在地並びに訴状・召喚状の送達のための登録代理人の名称

及び住所，各ジェネラル・パートナーの名称，事務所等の住所，パートナ

ー全員がＬＰＳ証明書に記載するものと決定したその他の事項を記載した

ＬＰＳ証明書を作成し，これを州務長官登録局に登録するものとし（２１

０条(ａ)），ＬＰＳは，最初のＬＰＳ証明書が州務長官登録局に登録され

た時点又はＬＰＳ証明書に記載された（当該登録後の）日付で設立される

ものとし，いずれの場合においても，上記の要件を完全に満たすものでな

ければならないと規定する（２０１条(ｂ)）。そして，州ＬＰＳ法に基づ

き組織されたＬＰＳは，独立した法的主体（separate legal entity）となり，

その独立した法的主体としての地位は，当該ＬＰＳのＬＰＳ証明書が解除

されるまで継続する（２０１条(ｂ)）。 

   本件各ＬＰＳ契約では，本件各ＬＰＳは，ＬＰＳ証明書をデラウェア州

事務局に提出することにより，州ＬＰＳ法に従い，デラウェア州のＬＰＳ

として設立されたと記述されている（１．１条）。 

   上記のように，ＬＰＳの設立には，ＬＰＳ契約の締結のみでは足りず，

ＬＰＳ証明書の登録が必要とされている。 

   ＬＰＳ証明書が州務長官登録局に登録されているという事実は，当該パ

ートナーシップがＬＰＳであることを通告するものであるとともに，ＬＰ

Ｓ証明書への記載が義務付けられている全ての事実及びＬＰＳ証明書への

記載が認められている事実が記載されているということを通告するもので

ある（州ＬＰＳ法２０８条）。 

 ウ ＬＰＳとは，デラウェア州法の下で二人以上の者によって組織され，か

つ，一人以上のジェネラル・パートナーと一人以上のリミテッド・パート

ナーで構成されたＬＰＳを意味する（州ＬＰＳ法１０１条(9)）が，本件各

ＬＰＳ契約では，本件各ＬＰＳの管理及び運営は，本件各ＧＰに独占的に

権利が付与され，本件各ＧＰは，これにより，本件各ＬＰＳに代わり又は
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本件各ＬＰＳの名で本件各ＬＰＳ契約に定める本件各ＬＰＳの目的の全て

を実施する権限を有し，リミテッド・パートナーは，本件各ＬＰＳ契約に

定める場合を除き，本件各ＬＰＳの管理又は運営に参加してはならず，い

かなる事項に関しても，本件各ＬＰＳに代わって又は本件ＬＰＳの名で行

為する権限又は権利を有しないと規定されている（２．１条）。そこで，

本件各ＧＰは，本件各ＬＰＳの管理及び運営について，管理報酬の支払を

受ける（３．３条）。もっとも，リミテッド・パートナーには，本件各Ｇ

Ｐの解任権がある（２．６条）。 

      一方，リミテッド・パートナーの責任をみると，出資に関しては，本件

各ＬＰＳ契約では，本件各ＧＰは本件各ＬＰＳの資本に当初の出資をする

必要はないのに対し，リミテッド・パートナーは，それぞれ，本件各ＬＰ

Ｓの資本に対し，別紙Ａ（各パートナーごとに名称，資本出資，パートナ

ーシップ出資割合を順次記載したもの）のそれぞれの名の隣に記載された

金額を「資本出資」として出資する（４．２条）と規定されている。そし

て，第三者に対する責任に関しては，州ＬＰＳ法では，リミテッド・パー

トナーは，自己がジェネラル・パートナーでもある場合又はリミテッド・

パートナーとしての権利や権限の行使に加えて当該事業の経営管理に関与

している場合を除き，ＬＰＳの債務を弁済する責任を負わないと規定され

（３０３条(ａ)），本件各ＬＰＳ契約では，契約，不法行為その他により

生じたか否かを問わず，本件各ＬＰＳの負債，債務及び義務は，本件各Ｌ

ＰＳの単独の負債，債務及び義務であり，リミテッド・パートナーは，リ

ミテッド・パートナーであるという理由のみで本件各ＬＰＳの負債，債務

又は義務について個人的に責任を負わないと規定されている（１．５条）。 

   このように，リミテッド・パートナーは，ＬＰＳについて，出資のみを

求められ，運営への参加を禁じられている。  

   さらに，パートナーシップ持分の譲渡に関しては，州ＬＰＳ法では，当
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該パートナーシップ契約に別段の定めがある場合を除き，①パートナーシ

ップ持分は，その全部又は一部を譲渡することができ，②パートナーシッ

プ持分の譲渡は，ＬＰＳの解散や譲受人がパートナーとなったりパートナ

ーの権利・権限を行使したりする資格を得るということを示すものではな

く，③パートナーシップ持分の譲渡により，譲受人は，その損益に対する

持分を有し，配当を受領し，収益，利益，損失，控除，債権等に関して，

譲受人による保有が認められているものについて保有が認められている程

度の割当てを受けることができると規定され（７０２条(ａ)），本件各Ｌ

ＰＳ契約では，リミテッド・パートナー（受益者でないもの）は，本件各

ＧＰのそれぞれ単独で絶対的な裁量に基づく書面による同意がない限り，

当該リミテッド・パートナーのパートナーシップ持分の全部又は一部を売

却したり譲渡してはならず，いかなる方法によっても処分したり授与して

はならず，又は授与を許してはならず，担保権を設定してはならないと規

定されている（７．２条）。したがって，本件各ＬＰＳ契約では，一定の

要件の下，リミテッド・パートナーシップ持分の譲渡は，可能である。 

 エ アに関し，被控訴人らは，本件各ＬＰＳ契約には，各パートナーは，別

紙Ａに記載されたパートナーシップ出資割合を有し，本件各ＬＰＳの資産

についてそのパートナーシップ出資割合に相当する不可分の持分を有する

との規定（４．５条）があることから，当審において，上記規定はリミテ

ッド・パートナーが本件各ＬＰＳの資産についてエクイティ上の所有権を

有することを確認したものであると主張する。 

      しかしながら，パートナーは特定のＬＰＳ財産に対していかなる持分も

所有しないとの州ＬＰＳ法７０１条の規定と，各パートナーは本件各ＬＰ

Ｓの資産についてそのパートナーシップ出資割合に相当する不可分の持分

を有するとの本件各ＬＰＳ契約４．５条の規定の関係について，甲１２４

（アレン教授の意見書）は，「エクイティ上所有」との表現もあるものの，
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具体的には，「リミテッド・パートナーは，共同でも単独でも，パートナ

ーシップの特定の財産又は全部の財産につき，売却も，譲渡も，所有する

ことさえできません。・・・４．５条又はその他の条項をもって，リミテ

ッド・パートナーが，第三者との関係でパートナーシップの特定の財産に

つき，所有権を持っているかのような徴表を有していると言うことは，一

切できません。」，「特定の財産に対する所有権を設定することを意図し

ていたとは考えられず，パートナーシップの全体の財産に対する支配権又

は管理権を設定することを意図していたとも考えられないことを勘案する

ならば，・・・パートナーシップ財産をパートナーシップが行う事業に供

したことにより生じる利益及び損失に対する集合的な権利を認知すること

を意図していたというのが，最も適切な解釈であると考えます。」，「４．

５条は，裁量による分配がなされる前において，配分対象となるパートナ

ーシップの利益又は損失は，リミテッド・パートナーによって『所有され

ている』ことを意味しています。」と説明している。 

      上記説明によれば，本件各ＬＰＳ契約４．５条の規定の存在をもって，

ＬＰＳの特有財産についてパートナーが共同所有者となり得ると解する余

地があるということはできない。 

   この点については，乙６８（ｋ弁護士事務所の回答書）も，本件各ＬＰ

Ｓ契約４．５条は，各パートナーが，パートナーシップの資産全体に対し

て，その割合に応じた不可分の持分を有することを示しており，パートナ

ーシップの特定の資産（例えば，不動産）について直接の持分を有してい

ると定めたものではないから，州ＬＰＳ法７０１条と齟齬するものではな

いと述べ，甲１２３（ラムザイヤー教授の意見書）も，「州ＬＰＳ法７０

１条と本件ＬＰＳ契約４．５条とは互いに相反するものではない。４．５

条の趣旨は，パートナー相互の相対的持分を明確化することである。４．

５条の規定は対外的な持分に関して影響を及ぼすものではない。」と述べ
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る。 

   なお，乙７９（ｌ弁護士事務所の回答書）は，州ＬＰＳ法７０１条とＬ

ＰＳ契約４．５条の関係について，デラウェア州裁判所が「集合体理論」

をパートナーシップ財産の所有権に適用すると第三者に影響を及ぼすと判

断した場合には，同裁判所は，州ＬＰＳ法２０１条(ｂ)及び７０１条がパ

ートナーシップ契約での修正を認めない強制的な規定であると判断する公

算が大きいが，第三者には関係なく，全パートナー間のみの関係において，

修正することができると決定することは考えられ，パートナーシップ財産

の所有権について州ＬＰＳ法の原則的な規定の適用を回避するためには，

デラウェア州裁判所は，パートナーの明確な意思表示及びその意図をでき

る限り公的に通知することを要求するであろうなどと述べるが，これは，

様々な可能性を指摘するのみであり，本件各ＬＰＳ契約４．５条の規定の

みをもって，特定のＬＰＳ財産についてパートナーに特定の持分を認める

余地があると述べているものとは解することができない。 

      上記のとおり，本件で提出された意見書等をみても，被控訴人らの上記

主張を根拠付けるものはない。 

   したがって，被控訴人らの上記主張は，採用することができない。 

 オ イに関し，被控訴人らは，当審において，ＬＰＳ証明書の登録（被控訴

人らの邦訳では，「提出」）につき，ＬＰＳ証明書の提出は，ＬＰＳの組

成に必須の要件ではなく，ＬＰＳ証明書を提出する意義は，有限責任のみ

を有するリミテッド・パートナーというパートナーの参加を認めているＬ

ＰＳであることをいかなる第三者との関係においても主張するための対抗

要件として位置付けられるし，そもそも，ＬＰＳ証明書の提出はＬＰＳの

法人該当性の判断とは無関係であると主張する。 

      しかしながら，ＬＰＳの設立には，リミテッド・パートナーシップ契約

の締結が必要ではあるものの，当該事業体が，州ＬＰＳ法上のＬＰＳとし
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ての存在を認められるためには，州ＬＰＳ法２０１条の規定がある以上，

その規定を遵守する必要があることは疑いのないところであるから，州Ｌ

ＰＳ法上のＬＰＳとしての設立には，ＬＰＳ証明書の登録が不可欠である。 

   ＬＰＳ証明書の登録がされる前であっても，当事者間にリミテッド・パ

ートナーシップ契約が締結されていれば，その契約に拘束力を持たせるこ

とができるとしても，それは，州ＬＰＳ法上のＬＰＳとしてその存在が認

められるか否かということとは別である。 

   乙７４（州ＬＰＳ法の解説書）では，「デラウェア州ＬＰＳは，州ＬＰ

Ｓ法に従って設立されたエンティティでなければならない。パートナーシ

ップ契約はデラウェア州ＬＰＳの基礎であるが，デラウェア州ＬＰＳを設

立させるためには，すべてのジェネラル・パートナーは，ＬＰＳ証明書に

署名し，当該証明書をデラウェア州務長官登録局に登録しなければならな

い。」，「デラウェア州ＬＰＳの設立手続を終了するためには，正式に署

名され，登録されたＬＰＳ証明書のほか，最低１名のジェネラル・パート

ナーと１名のリミテッド・パートナーとの間で締結するＬＰＳ契約が存在

しなければならない。」と解説されている（なお，乙７４（甲４１の訳文

２頁目も，同一箇所）には，「デラウェア州ＬＰＳは，本法に基づいてい

ったん設立されれば，ＬＰＳのＬＰＳ証明書が解除されるまで存続する。

本法は，ＬＰＳのエンティティ理論を明示的に取り入れており，ＬＰＳは

清算手続の目的でＬＰＳを解散した後もエンティティとして存続する。」

と記述されている。）。 

   ＬＰＳ証明書の登録に関する同様の記載は，乙８６（法律百科事典）に

も見られ，乙１０８（法律百科事典）には，「改訂統一リミテッド・パー

トナーシップ法においては，ＬＰＳの存在は，同法の他の規定ではなく，

ＬＰＳ証明書を要求する制定法が順守されているか否かのみにより決定さ

れる。」との記載もある。 
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   なお，甲１３０（州ＬＰＳ法の解説書）には，「数多くの裁判所は，そ

の裁判所が所在する州のＬＰＳ法がＬＰＳを組成するためにはＬＰＳ証明

書の提出を要求しているにもかかわらず，ＬＰＳ証明書の提出前にＬＰＳ

がそのパートナー間において存在し得ると判示している。」，「いくつか

の状況において，裁判所は，・・・リミテッド・パートナー予定者の責任

はパートナーシップ契約の当事者でない者に対しても制限されると判断し

た。」との記述があるが，ここでは，リミテッド・パートナー予定者の組

成前の責任が問題となっているのであって，裁判所がリミテッド・パート

ナー予定者に対して無限責任を課すことに消極的であるため，ＬＰＳの存

在という説明を使っていることがうかがわれる。したがって，「一定の状

況において，デラウェア州のＬＰＳのリミテッド・パートナー予定者の有

限責任を認める議論として，事実上の会社の存在というコーポレーション

の原則を類推する考え方がある。」と紹介されている（なお，注では，「デ

ラウェア州の裁判所がコーポレーションの判例及び原則を類似判例と見た

デラウェア州のＬＰＳ事件が多く存在する。」とも記載されている。）。

甲１３０は，まとめの中では，リミテッド・パートナー予定者の有限責任

を認識しておらず，又は認容していない第三者に関して，デラウェア州の

ＬＰＳのリミテッド・パートナー予定者がＬＰＳの組成前の行為について

責任を負わない要件の一つとして，「パートナーが，合理的に速やかに，

ＬＰＳの組成について法律上の要件を満たす」ことを挙げている。 

   このように，甲１３０の記載は，ＬＰＳ証明書の提出がＬＰＳの成立要

件でないことを示すようなものではない。 

     また，甲２３（ｍ法律事務所の意見書）には，ＬＰＳを組成する過程を

完了するためには，パートナーは，パートナーシップ契約を締結しなけれ

ばならず，ＬＰＳ証明書が州務長官に提出されなかったとしても，「一定

の状況」においては，デラウェア州法の下でＬＰＳの存在をデラウェア州
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の裁判所が認め得るものと確信するとの記載がある。ここでいう「一定の

状況」とは，契約の当事者間であるか，又はＬＰＳとなる者について責任

を限定することが意図されていることを第三者が知っており，また，それ

を承諾している場合を想定しているものと解される。そして，甲２３でも，

ＬＰＳ証明書の提出がなかったとしても，一定の状況の下でＬＰＳを認め

るということは，自らがリミテッド・パートナーであると善意で信じた者

の有限責任性を保護することであると説明されている。したがって，甲２

３の記載も，ＬＰＳ証明書の提出がＬＰＳの成立要件でないことを示すも

のではない。 

   さらに，被控訴人らは，そもそも，ＬＰＳ証明書の提出はＬＰＳの法人

該当性とは無関係であるとも主張するが，事業体の成立に当事者間の合意

のみで足りる事業体と外部的な手続を必要とする事業体とでは，その構成

員からの独立性を異にするとみるのが自然であり，このことも，法人該当

性の判断要素の一つとすることは合理的である。 

   したがって，被控訴人らの上記主張は，いずれも採用することができな

い。 

  カ ところで，州ＬＰＳ法では，州ＬＰＳ法に基づき設立されたＬＰＳは，

「separate legal entity」となると規定されているが，１９８５年改訂統一

ＬＰＳ法では，州ＬＰＳ法２０１条(ｂ)の第１文に当たる部分しかなかっ

た。すなわち，州ＬＰＳ法では，特に，第２文の「ＬＰＳは，separate legal 

entityとなる」との部分が追加された。 

   甲９０（アラン教授の意見書）には，上記第２文の追加は，有意な差異

を生じさせるものではなく，ＬＰＳは，ジェネラル・パートナーの一人（あ

るいは，全員）が死亡し，又は脱退しても，必ずしも解散するものではな

いということをより明確化したものにすぎないとの記載があるが，上記の

趣旨であれば，そのとおり明文化すればよいものであり，また，上記の趣
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旨であるとしても，それは，ＬＰＳがその構成員から独立した存在である

ことを意味している。 

 キ 以上のとおり，本件各ＬＰＳの準拠法である州ＬＰＳ法と本件各ＬＰＳ

契約が本件各ＬＰＳの設立，組織，管理・運営等について規定していると

ころによれば，本件各ＬＰＳについては，次のことを指摘することができ

る。 

  ① 本件各ＬＰＳは，団体として，その構成員と区別された独自の財産を

有し，その名において契約を締結し，その名において権利を取得し義務

を負うなど，独立した権利義務の主体となる。取得した不動産について

は，その名で登録することができ，その名において訴訟当事者となるこ

ともできる。 

  ② 本件各ＬＰＳは，ＬＰＳ証明書の州務長官登録局への登録によって成

立する。 

  ③ 本件各ＬＰＳのパートナーは，本件各ＬＰＳの個別の財産に対する権

利を有さず，これは，本件各ＬＰＳ契約に各パートナーが出資割合に相

当する不可分の持分を有するとの規定があっても変わることはない。 

  ④ リミテッド・パートナーには，本件各ＬＰＳの債務を支払う責任はな

く，有限責任が貫かれている。 

  ⑤ リミテッド・パートナーは，管理・運営への参加を禁じられている。

リミテッド・パートナーの持分は，厳格な要件はあるものの，譲渡が不

可能ではない。 

   これらを総合してみれば，州ＬＰＳ法に基づいて設立された本件各ＬＰ

Ｓは，構成員から独立した法的主体として存在しているというべきであり，

州ＬＰＳ法に基づき設立されたＬＰＳが「separate legal entity」となると

規定する州ＬＰＳ法２０１条(ｂ)の規定は，州ＬＰＳ法に基づいて設立さ

れるＬＰＳを法人とする旨を規定しているものと解すべきである。 
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   したがって，本件各ＬＰＳは，我が国の租税法上の「法人」に該当する。 

 ク 被控訴人らは，本件各ＬＰＳの組成当時の日本における租税実務では，

デラウェア州のＬＰＳが我が国の租税法上の法人と同等の事業体ではない

との理解が広く共有され，商法学者も，州ＬＰＳ法上のＬＰＳに法人格は

ないとの見解を示しており，被控訴人らに係る国税不服審判所長の裁決も

同様であったと主張する（原判決別紙１０の(2)（原告らの主張の要旨）の

ア(ウ)ａ）。 

      確かに，我が国の英米法に関する文献や税務当局の実務家の文献の中に

は，米国の州法に基づくＬＰＳが「法人」ではない旨の記述がされている

ものがある（甲３８（英米法辞典），甲４（新版注釈民法(2)），甲１４（新

版注釈会社法(1)），甲２７，甲７５等）。しかしながら，それだけで租税

実務でデラウェア州のＬＰＳが我が国の租税法上の法人と同等の事業体で

はないとの理解が広く共有されていたとまでは認められず，他にそのよう

に認めるべき証拠もない。また，文献をみても，甲１３７（論点体系会社

法６）には，米国の各州法に基づき設立されるパートナーシップ，リミテ

ッド・パートナーシップについては，いずれも「会社に類似するもの」と

して外国会社に該当するとする有力説があるとの記載もある。 

      さらに，国税不服審判所長の裁決（例えば，甲Ａ３）は，「州ＬＰＳ法

に準拠する本件ＬＰＳ契約においては，本件ＬＰＳ名義又は本件ＧＰが随

時指名した者の名義で，本件ＬＰＳが所有するすべての不動産投資その他

の財産を登録することができるとされ，また，本件ＬＰＳは，州ＬＰＳ法

上，取引や訴訟の当事者となることができ，現に本件建物の売買契約，本

件管理委託契約等の契約当事者となるなど，我が国の法律でいう権利義務

の主体であるという意味においては，我が国の法律でいう『法人』の要素

を備えている」とした上で，「しかしながら，本件ＬＰＳ契約においては，

同時に，『各パートナーは，本件ＬＰＳのパートナー出資割合に等しい本
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件ＬＰＳの財産上の不可分の持分を有している』と明記して，本件ＬＰＳ

はその名義の財産をパートナーのために保有することを契約の内容として

いるともいうことができ，本件ＬＰＳがその名義で財産を所有していると

しても，それをもって我が国の法人がその名義で自らのために財産を所有

する場合と同視することはできない。」としつつ，「自然人以外のもの」

から，ないし「自然人以外のもの」を介して，個人が得た所得の所得区分

を定めるに当たっては，その「自然人以外のもの」が我が国の法律でいう

権利義務の帰属主体であるか否かのみによって決せられるものではないと

の前提で，受託銀行及び本件ＬＰＳは，本件ＬＰＳ契約において，本件Ｌ

ＰＳ活動から生じた分配金の分配や損益の配分の方法を定め，これに基づ

いて，請求人は本件ＬＰＳから損益の配分を受けているのであり，それは，

本件ＬＰＳが利益の処分として行ったものではないから，配当所得には当

たらないし，請求人が自ら本件不動産を賃借人に対して賃貸していたとも

いえないから，不動産所得にも当たらないとしたものであって，上記の裁

決は，本件各ＬＰＳの事業体としての性格よりも，所得の性格そのものに

ついて判断したものである。 

   したがって，国税不服審判所長の裁決が州ＬＰＳ法上のＬＰＳに法人格

はないとの見解を示したというのは，正確ではない。 

      以上のとおり，被控訴人らの上記主張は，いずれも採用することができ

ない。 

  ケ 被控訴人らは，「legal entity」という概念は，事業体そのものの法的性

質，その事業体が事業体理論を本質とするものか，集合体理論を本質とす

るものかを問わず，一定の目的のために一つの事業体として取り扱われる

ことを説明する概念にすぎず，我が国における「法人格」の概念とは明ら

かに次元が異なり，「legal entity」に該当する場合であっても，必ずしも

「法人」に該当するとはいえないと主張し，甲６６から７１までによれば，
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「unincorporated association（法人格なき団体）」，「incorporated cooperative 

association（法人格ある協同組合）」，「joint venture（ジョイント・ベン

チャー）」，「statutory trust（制定法上の信託）」や「automobile club

（自動車クラブ）」も，「legal entity」であると説明されていると主張す

る（原判決別紙１０の(2)（原告らの主張の要旨）のイ(ア)ａ）。 

      しかしながら，州ＬＰＳ法に基づいて設立されたＬＰＳを法人であると

認めることができるのは，それが「separate legal entity」と規定されてい

るとの一事をもってではない。キのとおり，本件各ＬＰＳの事業体として

の権限，その設立手続，リミテッド・パートナーの持分・責任等を総合的

にみれば，州ＬＰＳ法に基づき設立されたＬＰＳは「separate legal entity」

となるとの規定は，法人格を付与する規定とみるのが相当であると解され

るのであって，「separate legal entity」という用語の解釈の問題ではない。 

   したがって，被控訴人らの上記主張は，いずれも採用することができな

い。 

 コ 被控訴人らは，事業体が独立した「権利義務の帰属主体」となり得るも

のに該当するためには，当該損益が当該事業体に実質的に帰属しているこ

とが必要であるところ，州ＬＰＳ法５０３条並びに本件各ＬＰＳ契約４．

７条及び４．８条によれば，ある会計年度において本件各ＬＰＳに生じた

損益は，パートナーシップ出資割合に従って各パートナーに配分される

（shall be allocated）ことから，当該損益は本件各ＬＰＳには帰属せず，

グロスの当該損益（収益の総額と損失の総額）が各パートナーに（ＬＰＳ

における配当決議を待たずに）直接帰属するとして，本件各ＬＰＳは，独

立した権利義務の帰属主体とはいえないと主張する（原判決別紙１０の(2)

（原告らの主張の要旨）のイ(ウ)）。 

   しかしながら，第２の２で引用した原判決第２の２の前提事実(4)（１３

頁２５行目から１５頁２１行目まで）のとおり，米国では，チェック・ザ・
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ボックス規則と称される規定が定められ，ある一定の事業体は，連邦課税

上，コーポレーション（corporation）として事業体課税を受けるか，又はパ

ートナーシップ（partnership）として構成員課税を受けるかを選択すること

ができるものとされており，二人以上の構成員を有する米国の適格事業体

において上記の選択がない場合には，デフォルト・ルールとして，パート

ナーシップとしての課税を選択したものとみなされる。本件各ＬＰＳは，

上記の適格事業体に該当するところ，デフォルト・ルールにより，連邦課

税上，パートナーシップとしての課税を選択したものとみなされている。 

      上記のような課税形態が連邦課税上にあることに着目すれば，州ＬＰＳ

法や本件各ＬＰＳ契約の上記規定は，選択可能な構成員課税と整合してい

るというにすぎないし，州ＬＰＳ法５０３条の解釈については，「州ＬＰ

Ｓ法５０３条に定めるとおり，ＬＰＳの損益は各パートナーが合意したＬ

ＰＳ契約書の規定に従って，パートナー間で配分される。その配分は，Ｌ

ＰＳ自身が決定するようなことではない。損益は，ＬＰＳ契約に従って自

動的に配分される。損益がそのような配分の前に，最初にＬＰＳの損益と

なるかどうかという質問は，米国の裁判所が検討する理由のあるような問

題では全くない」との意見（甲１２３（ラムザイヤー教授の意見書））も

あれば，「ＬＰＳが得た所得は，その出資者に分配されるまでは，ＬＰＳ

に帰属する。ＬＰＳに拠出された資産及びＬＰＳが購入した資産は，その

出資者に分配されるまではＬＰＳに帰属する。」との意見（乙１０９（ゲ

ーゲン教授の意見書））もある。 

   そもそも，適格事業体が事業体課税を受けるか，又は構成員課税を受け

るかの選択をすることができるとの連邦課税上の取扱いは，適格事業体に

損益を帰属すべき主体としての実体があることを前提とした上で，適格事

業体の組織，管理・運営の特殊性や歴史的な経緯（ＬＰＳについては，次

のサ参照。）に鑑みて，構成員課税の選択も可能としたものと解される。
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したがって，適格事業体について構成員課税が選択された場合には，損益

は事業体の構成員に帰属すると擬制するほかはないから，課税に関して損

益の帰属主体としてとらえられた者が当然に権利義務の帰属主体であると

いうことにはならないというべきである。 

      被控訴人らは，事業体が独立した権利義務の帰属主体となり得るものに

該当するためには，当該損益が当該事業体に実質的に帰属していることが

必要であると主張するが，(1)ウでみたとおり，損益の帰属主体ではなく，

契約の主体となり，権利を取得し義務を負担する主体が事業体であるか，

又は構成員であるかの区別こそが重要である。 

      したがって，被控訴人らの上記主張は，採用することができない。 

 サ 証拠（甲３８，５４，５７，８６，９０，１５１，乙１１０）によれば，

ＧＰＳが英米法のコモン・ローの下で組織された事業体であるのに対し，

ＬＰＳは，コモン・ローでは知られていない概念で，米国では純粋に制定

法による産物であったこと，ＬＰＳは，パートナーシップ及びコーポレー

ションの双方に非常に類似するが，そのいずれでもないハイブリッドなも

のとして説明されてきたこと，パートナーシップは，最初の統一法では，

個々のパートナーの「集合体」であって，パートナーと区分されたエンテ

ィティではないとの原則が維持されていたが，改正統一パートナーシップ

法では，パートナーと区別されたリーガル・エンティティとなったこと，

ＬＰＳに対する課税については，他のＬＬＣなどの事業体と同様に，パー

トナーシップとして課税されるべきか，又はコーポレーションとして課税

されるべきかという問題が生じ，裁判所や内国歳入庁は，長年にわたり，

訴訟や行政活動を通して，アソシエーションという定義に取り組むことを

強いられたこと，課税当局は，１９９７年のチェック・ザ・ボックス規則

の導入により，上記の問題を解決することにしたことが認められる。 

   このことは，乙８２（修正統一パートナーシップ法の解説書。甲４２は，
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その旧版である。）にも，「集合体理論のアプローチは，パートナーシッ

プを個人の集合に対する導管にすぎないとみなしている。各パートナーは，

パートナーシップの資産の不可分の持分を所有しており，所有持分に比例

してパートナーシップ事業を遂行するものと見られている。一方，エンテ

ィティ理論は，パートナーシップをパートナーとパートナーシップ資産の

間に介在する別個のエンティティとして取り扱っている。パートナーの持

分は，そのパートナーの組織への関与に関連する別個の権利及び負債とし

て，株式における法人株主の持分と同様に見られている。統一パートナー

シップ法は，いくつかの目的のためエンティティ理論を採用したが，集合

体理論が支配的であった。修正統一パートナーシップ法では，その逆であ

る。２０１条は，『パートナーシップは，そのパートナーと別個のエンテ

ィティである』と定めることにより，明らかにエンティティ理論を採用し

ている。２０１条は，修正統一パートナーシップ法の多くの条項がエンテ

ィティ・モデルに基づいている事実を反映して加えられた。」と記載され

ている。 

   甲１５１（ラムザイヤー教授の意見書）には，「集合体理論からエンテ

ィティ理論への移行の帰結として，ＬＰＳは，自己の不動産を所有し，エ

ンティティとして自己の名義で取引を行う能力を得たものの，その損益は

依然として，パートナーシップ契約に規定する方法で自動的かつ直ちにそ

の構成員に配賦される。」と記載されている。 

      上記のとおり，ＬＰＳは，パートナーシップそのものではなく，コーポ

レーションでもなく，両者の性格を併せ持った存在であるということがで

きる。 

      しかしながら，キで指摘した本件各ＬＰＳの性質からすれば，本件各Ｌ

ＰＳは，我が国の租税法上の「法人」と認めることができる。 

(4)  以上によれば，本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の「法人」と認められる
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という限度で，控訴人の主張は，理由がある。 

   そうすると，本件各ＬＰＳが営む本件各建物の貸付けから生じた損益は，

本件各ＬＰＳ自身に直接帰属することになり，これが，不動産所得の性質を

残したまま，被控訴人らに帰属するということはできない。 

       したがって，上記損益は，被控訴人らの不動産所得には該当しない。 

    被控訴人らの総所得金額，納付すべき税額等は，上記の点（本件各損失に

よる損益通算の可否）に関する部分を除き，計算の基礎となる金額及び計算

方法に争いはない（第２の２で引用した原判決の第２の３の税額等に関する

当事者の主張（第２の２で訂正した後のもの）のとおり）から，本件各更正

処分及び本件各通知処分は，いずれも適法である。 

３ 国税通則法６５条４項の「正当な理由」の有無について 

    被控訴人らは，平成１２年７月政府税調中期答申（甲２５）及び平成１２年

４月小委員会討議用資料（甲２６）等によれば，米国のＬＰＳに法人格はない

という租税法立法当局等の理解が示されており，他方，平成１８年１月に至る

まで外国のパートナーシップが法人に該当し得るとの公式の解釈は示されてお

らず，国税不服審判所長も，同年に本件各ＬＰＳや州ＬＰＳ法を準拠法として

組成されたＬＰＳの法人該当性を否定する裁決をしていたのであるから，被控

訴人らが，本件各建物の貸付けから生じた損失が被控訴人らに直接帰属すると

解し，かつ，これらが不動産所得に当たるとして損益通算をしたことには，真

に被控訴人らの責めに帰することのできない客観的事情があり，国税通則法６

５条４項の「正当な理由」があると主張する（第２の２で引用した原判決の第

２の５(5)の（被控訴人らの主張の骨子））。 

    しかしながら，甲２５の記載内容は，法人課税の項目では，近年，外国で設

立されるパートナーシップやＬＬＣといった我が国には制度のない外国の事業

体が我が国で事業活動を行ったり，逆に，我が国企業がこうした外国の事業体

に投資する例も増加しているから，我が国に制度のない事業体に対する課税の
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在り方を今後検討する必要があるというものであり，国際課税の項目では，我

が国の税制では，外国の事業体がその外国において私法上「法人」とされてい

るかどうかにより，法人課税の対象とするかどうかを判断しているが，外国の

多様な事業体の中には，その実態を見れば法人税の課税対象とすることがふさ

わしいものがあるから，法人課税の対象とするかどうかの基準等，検討すべき

課題が多岐にわたるというものであって，これらの記載から直ちに，米国のＬ

ＰＳに法人格はないという租税法立法当局等の理解が示されているとは認めら

れない。 

    また，甲２６では，「日米における事業体に係る課税上の取扱い」の表で，

ＧＰＳやＬＰＳが法人格のないものの代表例として分類されており，米国のパ

ートナーシップは，非法人の事業組織体（unincorporated organization）である

と記載されているが，具体的な各州の法律をみなければ，特定の州のＬＰＳが

法人に当たるか否かは即断することができない。現に，乙１４（コメルツ証券

作成の「海外不動産投資事業プロッグラムのご案内」）では，「不動産所得と

損益通算制度」（５，６頁）の説明があり，そこには，一定額以上の所得条件

を前提として，損益通算制度を利用することにより不動産所得に約２１００万

円の税務計算上の赤字を計上することができ，年間約１０５０万円の節税額が

生ずる旨の説明があり，米国パートナーシップから外国信託銀行に収益分配さ

れ，外国信託銀行から日本人投資家の方々に分配収益が来るという図（１７頁）

が載っているが，「税務上の取扱はあくまで税務当局の判断で決定されますの

で，現在の税制に関して前項で記した概略・その他に関しての取り扱いが異な

る場合があります」との税務・法務リスクの説明（２０頁）もされている。 

  さらに，国税不服審判所長の裁決が州ＬＰＳ法上のＬＰＳの法人該当性を否

定する見解を示したというのは正確ではないことは，２の(3)クで触れたとおり

である。 

  したがって，被控訴人らが本件各損失を不動産所得に当たるとして損益通算
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ができると判断したことは，被控訴人ら自身の法令の解釈の誤りにすぎないと

いうべきである。 

  そうすると，被控訴人らが上記損益通算をしたことに真に被控訴人らの責め

に帰することのできない客観的事情があるとの主張は，採用することができず，

国税通則法６５条４項にいう「正当な理由」があるということはできないから，

本件各賦課決定処分は，いずれも適法である。 

４ 以上によれば，被控訴人らの請求はいずれも理由がなく，これをいずれも棄

却すべきであるから，被控訴人らの請求の全部又は一部を認容した原判決の控

訴人敗訴部分を取り消し，被控訴人らの請求をいずれも棄却することとして，

主文のとおり判決する。 

    東京高等裁判所第１７民事部 
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